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本県の畜産の振興に格別のご理解とご協力をいただき、深く感謝申し上げます。 

また、本年２月に県内で発生した鳥インフルエンザでは、関係各位のご協力による円滑な防疫対応により、

今年３月２日午前０時をもって移動制限が解除となり、全ての防疫作業を終了することができました。改めて、

ご尽力いただきました皆様に厚くお礼を申し上げます。 

家畜衛生分野においては、鳥インフルエンザが県内養鶏場で、令和４年度、５年度と２シーズン連続で発

生し、地域の養鶏業界に大きな影響がありました。また、豚熱は県内の野生イノシシで感染が広がっており、

県内養豚場での発生が懸念されています。さらにアフリカ豚熱や口蹄疫は、中国韓国を含むアジア地域に

広く浸潤しており、特にアフリカ豚熱は、韓国南部での発生で、国内侵入リスクがかつてないほどに高まって

います。 

このような状況の中、県では今年度も引き続き、発生を想定した防疫演習の実施や防疫資材の備蓄等を

実施し、発生予防対策及びまん延防止対策を迅速に実施する体制を強化します。特に鳥インフルエンザ対

策は、養鶏場への立入検査による指導を強化し、本県での発生リスクを最大限に低下させられるよう、努めて

まいります。 

畜産農家の皆様も、引き続き飼養衛生管理基準の遵守と早期の異常通報を徹底し、家畜伝染病の発生

予防、まん延防止に努めていただきますようお願いいたします。 

一方、安定した畜産経営継続のため、畜産物の高品質化や増産等による経営体質の強化が必要と考え

ております。県では、国が行う経営安定対策事業に係る支援を行うとともに、畜産クラスター事業等の活用に

よる収益力の向上等を図ってまいります。その他、県内の畜産農家の持続可能な畜産経営を構築するため、

スマート畜産機器などの導入を支援します。オリーブ牛については、出荷頭数の増加や高品質化の取組み

として、牛舎等の増改築や高能力な繁殖雌牛の導入を支援するとともに、今年度から全国和牛能力共進会

（令和９年度北海道開催）に出品するオリーブ牛の選定候補牛の品質底上げにも取り組んでまいります。畜

産物の流通面の支援として、消費拡大・販売促進のための効果的な情報発信に加え、オリーブ牛の輸出拡

大に取り組んでまいります。 

本年度も生産者の皆様や関係団体等と連携して、家畜防疫体制、生産基盤の強化や畜産物の販売促

進・消費拡大などの各施策を総合的に推進してまいります。 
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○新規に「検査促進費(定額：6,000 円／頭)」を補助 

BSE 検査が必要かどうかを獣医師が判断するため、

死亡した牛が生前に BSE の特定症状や起立不能の症状

を呈していたか等の情報を、飼育者が獣医師へ提供す

る負担に対する補助です。 

○「輸送促進費」は「検体提供費(定額：6,000 円／頭)」へ  

○「適正処理経費」は廃止 

○「管理促進費」は(定額：600 円／頭)から(定額：1,780 円／頭)へ  

 

なお前号でもお知らせしましたが、令和 6 年 4 月から BSE 検査の対象となるのは、「全月

齢の特定症状（※１）を呈する牛」、「全月齢の特定症状以外の BSE が否定できない症状（※

２）を呈する牛」です。BSE 検査が必要かどうかは、診察している獣医師が判断します。 

※１ 興奮しやすい、音・光に対する過敏な反応等の神経・行動異常 

※２ 犬座姿勢、異常歩様、起立不能等の非特異的な臨床症状が見られるもの（感染症、代謝性、外傷     

性等の一般的な理由で説明できるものを除く） 

 

 

 

 

日本での豚の CSF は、平成 30 年に発生以降、令和 6 年３月 25 日まで、20 都県、計 90 事

例確認されており、約 37 万頭が殺処分されています。また、豚の ASF は日本では発生は確認

されていませんが、平成 30 年以降、アジア各地において発生が確認されており、特に韓国で

は 40 事例報告され、日本への空路、海路がある釜山で令和 5 年 12 月以降に野生イノシシの

ASF が散見されており、国内への侵入を防ぐための水際対策が重要となります。 

これらの正確な感染状況の把握のため、国内の野生イノシシの捕獲・検査を強化しており、

本県においても、野生いのししの CSF、ASF の感染確認検査（PCR 検査）を実施しています。  

令和５年度の検査実績は野生いのしし 502 頭の検査を実施しており、CSF は 48 頭が陽性であ

り、ASF は全頭陰性でした。県内において、豚での CSF は確認されていませんが、野生イノ

シシにおいては、陽性数の増加、陽性が確認された地域の広がりが確認されており、今後も

一層の対策が必要になります。畜産農家の方は、飼養衛生管理を徹底いただくとともに、早

期発見のために毎日しっかり観察していただくようお願いします。 

 

 

補助対象 

事業期間 

BSE 検査要否判断へ

の情報提供 

一時保管施設へ

の輸送 

死亡牛の 

化製処理 

結果判明までの一時

保管 

令和 5 年度まで なし 
輸送促進費 

3,000 円／頭 

適正処理経費 

7,500 円／頭 

管理促進費 

600 円／頭 

令和 6 年度から 
検査促進費 

6,000 円／頭 

検体提供費 

6,000 円／頭 
廃止 

管理促進費 

1,780 円／頭 

令和６年度からの死亡牛 BSE 検査にかかる補助内容が変更されます 

＊24 ヶ月齢以上の場合 

＊ 
＊ 

農林水産省作成の図を加工 

令和 5 年度の野生イノシシの CSF(豚熱),ASF(アフリカ豚熱)検査状況について 



 

 

 

 

R5 シーズンの高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)は、11 月 25 日に佐賀県で初めて確認され

た後、3 月までに計 9 県 10 事例の発生があり、約 79 万羽が殺処分されました。分離ウイル

スは 9 事例が H5N1 亜型で、1 事例のみ H5N6 亜型でした。疫学調査の結果、全事例で農場近

辺に野鳥等の存在が確認されています。また、2、4 例目の農場は R4 シーズンにも発生して

おり、当該農場やその周辺地域は HPAI の発生する環境要因が揃っていると推察され、より徹

底した対策が必要と考えられます。本県においても数年来発生が継続しており、来シーズン

前までに改めて鶏舎環境整備や野鳥飛来防止対策など飼養衛生管理基準遵守の取り組みを

お願いします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○令和６年度の各飼養衛生管理者研修会について 

養牛研修会    ８月  ８日(木)14 時～16 時        高松国分寺ホール 

養豚研修会    ６月  ７日(金)13 時 30 分～16 時   JA 綾坂農業振興センター 

養鶏研修会     ７月 25 日(木)14 時～16 時        アイレックス小ホール 

○令和６年度香川県家畜人工授精師養成講習会について 

７月 31 日(水)～９月４日(水) 学科・実習（最終日に修業試験） 

※詳細は５月上旬に県の HP にて掲載 

令和６年度 香川県畜産課関係組織体制 

お知らせ 

Ｒ５シーズンの高病原性鳥インフルエンザ発生状況について 


